
  税務署長 

未 納 税 移 入 申 告 書 提 出 省 略 承 認 通 知 書

記

第    号

令和  年  月  日 

令和  年  月  日付で酒税法施行令第 34 条の２第３項の規定により申請のあった未納税移入申

告書の提出の省略については、酒税法第 28 条の２第２項の規定により、下記の申請内容のとおり承認す

ることとしましたので通知します。 

なお、同項の規定は、令和  年  月  日以降、下記移入製造場又は移入蔵置場に移入される酒類

について適用することとします。

移入製造場又は移入蔵置場の 
所 在 地 

移入製造場又は移入蔵置場の 
名 称 

移 出 場 所 の 所 在 地 

移 出 場 所 の 名 称 

移 出 者 の 住 所 

移出者の氏名又は名称 

移入酒類の範囲（品目） 

年
間
移
入
見
込

回数（回） 

数量（Ｌ） 

移 入 の 目 的 又 は 理 由 

申 請 の 理 由 

特例の適用を受けようとする 

最 初 の 日 
令和   年   月   日以降移入する酒類 

参 考 事 項 


